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5.1 基本理念の実現に向けたまちづくりの展開 

5.2 市民協働によるまちづくりの推進 

5.3  
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５．１ 基本理念の実現に向けたまちづくりの展開 
１）コンパクトなまちづくりに向けた取組                           

基本理念に基づき，人口減少下における持続的なまちづくりを実現するため，コンパクトシテ

ィの形成を目指していきます。そのためには，将来都市構造で示した，「都市拠点」や「地域拠点」

の形成とそれら各拠点を接続する「広域骨格軸」や「主要都市軸」等のネットワークの構築が必要

となります。 

これらを総合的に推進していくために，今後，

都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）に基

づく「立地適正化計画」の策定や地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59

号）に基づく「地域公共交通網形成計画」等の具

体的な施策を検討していきます。 

これら諸制度の活用により，都市計画区域にお

いては，都市拠点や地域拠点への都市機能の誘導

を図るとともに，交通ネットワークの構築や各拠

点・交通ネットワーク沿線等，利便性の確保され

た地域への居住の誘導等を推進していきます。ま

た，当面の間は，市街地の規模を維持することを

基本とし，将来的には，人口減少や居住の実態，

また，災害の危険性等を踏まえた，市街地の賢い

縮退も視野に入れたまちづくりを推進していきま

す。 

一方，豊かな自然が残る市街化調整区域や都市

計画区域外においては，農水産業等の従事者の生

活利便性の確保を基本として，居住環境の形成や

地域の活性化に資する交通ネットワークの構築を

推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国土交通省資料 

【立地適正化計画と地域公共交通網形成計画の概要】 

＜まちづくりの基本理念＞ 

市民生活の向上 

都市拠点･地域拠点
の形成 
広域骨格軸・主要 
都市軸の構築 

将来都市構造 

産業活力の向上 

にぎわい拠点･生産
流通拠点･島の交流
拠点の形成 

＜展開の方向＞ 
都市計画区域 
・都市拠点や地域拠点への都市機能の誘導 
・交通ネットワークの構築 
・各拠点や交通ネットワーク沿線等への居住の誘導 
・市街地の賢い縮退 
市街化調整区域･都市計画区域外 
・農水産業等の従事者の生活利便性確保を基本 
・居住環境の形成や地域の活性化に資する交通ネッ
トワークの構築 

＜具体的な施策の方向＞ 
『立地適正化計画』や『地域公共交通網形成計画』
等の諸制度の活用による総合的な都市政策の推進 
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２）まちづくり諸制度の活用                           

各まちづくりの方針の実現に向け，都市計画制度の活用を始めとしたまちづくりを推進していき

ます。平成２３年には，地域の自主性を高めることを目的として，都市計画法の一部改正が行われ，

用途地域等の決定の権限移譲が行われる等，市独自のまちづくりに向けたよりきめ細かな都市計画

制度の活用が可能となりました。 

今後も都市計画区域内においては，区域区分や用途地域，地区計画等による土地利用の誘導や都

市計画道路等の都市施設の整備等，都市計画制度を活用したまちづくりを推進するとともに，各種

まちづくり諸制度の活用によって，まちづくりの方針の実現を目指していきます。 

 

【都市計画制度の活用イメージ】 

 

【その他のまちづくり諸制度の活用イメージ】 

 

  

方針 主なまちづくりの手法のイメージ

都市拠点・地域拠点の形成
・立地適正化計画の活用（都市機能誘導区域や居住誘導区域の指定等）
・用途地域や特別用途地域による土地利用の誘導

災害危険性を踏まえた土地利用の誘導 ・土砂災害警戒区域等の指定等を踏まえた区域区分の見直し

まちなか居住の推進
・地区計画による低層階への商業施設の配置の誘導や容積率のインセン
　ティブの付不

にぎわい創出のための高度利用化や施
設の誘導

・特別用途地域や地区計画の活用による容積率の緩和
・市街地再開発事業等の実施

生産流通機能の維持と強化 ・特別用途地域や地区計画の活用による用途の制限・緩和等

インターチェンジ周辺等の計画的な土
地利用の推進

・用途地域や特別用途地域の指定
・臨港地区の指定による港湾機能の強化
・市街化調整区域における地区計画の活用による計画的な土地利用

広域骨格軸や主要都市軸の構築 ・都市計画道路の決定や都市計画道路の整備
地域内道路の整備 ・都市計画道路の決定や都市計画道路の整備
呉らしさを感じる市街地景観の形成 ・地区計画や建築協定等を活用したまちなみづくり

方針 主なまちづくりの手法のイメージ
居住環境の改善（狭あいな道路の
拡幅整備やオープンスペースの
確保，空き家の利活用等）

・狭あい道路整備事業や空き家の除却支援
・空き家バンクによる流通促進や空き家購入支援等

災害危険性を踏まえた土地利用の
誘導

・跡地の管理支援

にぎわい創出のための高度利用化や
施設の誘導

・立地支援や改装支援等

生産流通機能の維持と強化 ・立地支援や設備投資支援等
豊かな自然環境や農地と調和した
土地利用の推進と集落環境の保全
（農地等の保全や空き家の利活用，
新規就業者支援等）

・農業振興地域の整備に関する法律や漁港漁場整備法等に基づく農地や
　漁港の保全
・空き家バンクによる流通促進や空き家購入支援等
・新規就業者への支援

広域骨格軸や主要都市軸の構築 ・道路事業の推進

地域内道路の整備
・道路事業の推進
・狭あい道路整備事業

各施設の長寿命化等 ・各施設の長寿命化計画の策定と適切な維持管理
効率的・効果的な公共交通網の形成 ・地域公共交通網形成計画の活用

呉らしさを感じる市街地景観の形成
・呉市景観計画に基づく景観の保全と形成
・屋外広告物等の塗り替え支援
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５．２ 市民協働によるまちづくりの推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）まちづくりの役割分担                             

まちづくりは，行政だけでなく，住民やＮＰＯ団体，企業，大学等の教育機関等の多様な主体の

まちづくりに対する理解や協力・支援がなければ，実現は丌可能です。それぞれの主体の役割を明

確にし，良好なパートナーシップを確立して互いに協力することでまちづくりを進めるものとしま

す。また，多様な主体との連携と協働によって，多角的な視点から課題解決に取り組み，新たな価

値を創造するまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民 
・生活の場である地域活動への参加 
・自治会やまちづくり委員会等の活動 
・地区計画や建築協定等のルールの締結
や遵守等による，地域の環境の改善 

ＮＰＯ団体等 
・まちづくりに関する専門的な知識
を活かすとともに，行政や企業等
とは異なる立場から，地域に密着
したまちづくりを推進 

・地域のまちづくりのコーディネー
ターとしての役割 

企業 
・事業活動を通した雇用の創出や
経済活力の向上への貢献等 

・地域の構成員として，まちづく
り活動への積極的な参加・協力 

 

大学等の教育機関 
・専門的な知識を活かすとともに，
在籍する学生の若い力と創造力
を地域のまちづくりに活かし，
行政や住民と連携する 

・地域の構成員として，まちづくり
活動への積極的な参加・協力 

 

行政 
・都市計画の決定・変更等の手続や 
都市基盤の整備  

・市役所内の横断的な連携を基本とし，
国や県，近隣都市等の関係機関と連
携し，まちづくりを推進 

・情報提供やまちづくり活動の支援・
仕組みづくり等 
 

 

多様な主体の連携 

市民協働 

【地縁型組織】 

自治会・まちづくり委員会等 

地域協働 

【テーマ型組織】 

ＮＰＯ団体等 

呉市は，平成１５年３月に，個性豊かで活力のある地域社会の実現に向け，市民，ＮＰＯ団体等，

事業者及び市がそれぞれの責任と役割を理解し，対等な立場でまちづくりの推進に取り組むために

「呉市市民協働推進条例」を制定しています。また，地域の個性や特性を活かしながら，自ら考え，

行動する「自立したまちづくり」を推進するため，自治会等の地域協働の活動支援に取り組んでい

ます。 

 呉市における協働の取組 
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２）市民協働によるまちづくりの推進に向けた取組                 
市民協働によるまちづくりの推進に向けて，まちづくりに関する情報の提供や自主的なまちづく

り活動への支援，住民参加の推進等の取組を進めます。 

 

①参加機会の充実 

・平成 15 年に制定された「呉市市民協働推進条例」等を踏まえ，都市計画に関する各事業等

を計画・実施する際には，住民等からの提言や意見を反映させることに努めます。 

・地域活動団体，住民活動団体，企業等，まちづくり活動に関わる団体・組織等の多様な担い手

のネットワークを強化・充実し，協働によるまちづくりを推進します。 

・都市計画に関する各事業の計画・実施においては，必要に応じて，まちづくりワークショップ

等を開催します。 

 

②支援等の充実 

・積極的にまちづくり活動に取り組む団体・組織のまちづくり活動をサポートするため，適切

な助言・支援等の充実を図ります。また，新たな視点でまちづくりに取り組む「地域おこし

協力隊」の制度の活用等，地域の活力の向上に向けた支援に取り組みます。 

・地域が主体的に取組む活動において，まちづくりの諸制度や補助事業の活用に向けた手続きや

助言等を行います。 

 

③人材育成 

・住民と行政との連携や調整を図るため，地域活動団体等のコアとなるリーダーやまちづくりサ

ポーター等，まちづくり活動の担い手となる人材の育成に取組みます。 

・まちづくり活動を支える人材を育成するため，積極的にまちづくり情報の発信を行います。 

・中・高・大学等の生徒や学生を対象とした，まちづくり学習会を開催する等，将来のまちづく

りを担う人材の育成に取り組みます。 

・高齢者や身体障害者等に対して理解を深めるように，バリアフリーに関する教育や啓発活動を

行う等，心のバリアフリー化の取組を推進します。 

 

④情報の収集と提供 

・広報誌やホームページを通じて，都市計画マスタープランやまちづくりに関する情報を掲載す

るとともに，出前トークの開催等によって，住民・事業者への周知を図ります。 

・都市計画の決定や各種計画を策定する過程において，住民が参画する機会として，公聴会や説

明会の開催，パブリックコメントによる意見聴収等を行います。 

 

⑤エリアマネジメントの推進に向けた支援 

・にぎわいのある都市空間の形成や良好な住環境の整備等に向け，エリアマネジメントの推進に

向けた支援を行います。 

・エリアマネジメントに取り組むに当たって，多様な主体で構成された組織の設立支援や活動に

対する助言等に努めるとともに，各種まちづくりの諸制度の活用等，行政として行うべき範囲

での支援を実施していきます。 

 

  

エリアマネジメント組織 
（市民・ＮＰＯ団体・企業等） 

行政 
地域の価値や 

魅力の向上 

助言・手続き等 

にぎわいづくり・住環境の整備等 

※エリアマネジメント 

特定のエリアにおいて，市民やＮＰＯ団体，企業等の地域が主体となり，課題を共有し，方向を同じくし

て取組を進めることで地域の価値や魅力を向上させるものです。 



181 

 

３）都市計画制度における協働の手法                       

①都市計画提案制度の活用 

住民がより主体的に都市計画に関わるための制度として，平成 14 年の都市計画法の改正によっ

て，都市計画提案制度が創設されました。都市計画提案制度は，土地所有者等，まちづくり推進活

動を目的とする NPO，開発事業者等が都市

計画の案を提案できる制度です。 

今後は，このような制度の活用により， 

まちづくりに関する住民の理解や関心を高 

め，住民の主体的なまちづくりへの参画促 

進に努めます。 

 

②地区計画制度の活用 

地区計画は，その地区の特性に 

応じたきめの細かいルールを作り，

住みよいまちをつくるための制度

です。地区計画を定めることによ

り，統一感のある良好な住環境や

街並みをつくる事が可能となりま

す。地区計画の計画の内容は，地

区の状況に応じてルールの内容を

選択することとなっており，計画

としての自由度が高く柔軟に対応

できる制度です。 

住民参加や住民発意のまちづく 

りを実現できる手法として，周知を図るとともに，必要な情報の提供や策定のアドバイス等の支援

を行います。 

 

③自主的なまちづくりのルールの活用 

地区計画のほかにも，都市計画区域外においても適用できる制度として，住民が自分たちのまち

づくりのためにつくる「建築協定」や「緑地協定」等，自主的なまちづくりのルールを定めること

ができます。 

これらのルールづくりの促進に向けて，まちづくり情報の周知や，必要な情報の提供，策定のア

ドバイス等の支援を行います。 

 

④景観計画に基づく景観形成と美しいまちづくり 

平成１６年に制定された景観法に基づき，平成２０年に「呉市景観計画」を策定しています。景

観の保全と形成は，市民や企業等の理解と協力が必要であり，今後も協働で呉らしい景観の保全と

形成に取り組みます。また，清掃活動や花木の植栽等の日常における美しいまちづくりに向け，市

民・企業等と協働で取り組みます。 

 

対象となる
都市計画

都市計画区域マスタープラン以外の
都市計画
（※決定権を有する者に提案する）

提案できる者
土地所有者，まちづくりＮＰＯ法人，
まちづくり公益法人等

提案の条件
区域面積０．５ha以上
土地所有者等の２／３以上
の同意（人数・面積ともに）

都市計画提案制度（法第２１条の２）
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５．３ 都市計画マスタープランの進行管理と適切な見直し 

都市計画マスタープランは，２０年後を見据えた長期的な計画であることから，少子高齢化の進行

や経済活動の動向，自然災害の多発化等都市を取り巻く社会経済情勢の変化等の経年の変化に対応し

ていくことが必要となります。 

このため，ＰＤＣＡサイクルを確立し，適切な評価に基づきながら，都市計画マスタープランがよ

り実効性のあるものとなるよう，進行管理を行うとともに，必要に応じて見直しを行います。 

また，本マスタープランは，「第４次呉市長期総合計画」や広島県が策定する「都市計画区域マス

タープラン」等の上位計画に即して策定していることから，今後，これらの上位計画の改訂が行われ

る場合には，必要に応じて，上位計画に沿った見直しを行います。 

 

【PDCA サイクルによる進行管理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 
Plan 

都市計画マスタープランの策定 

実行 
Do 

見直し 
Action 

点検・評価 
Check 

都市計画マスタープランに
基づく各種施策の実行 

進捗の点検・評価 

点検・評価に基づく 
見直し 

（例）地域別構想の分野別の方針の進捗状況等 


